
 

 

５ 高校生・大学生 

 

① 奨学金  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 向学心に燃える優秀な学生及び生徒で経済的な理由により

修学困難な方に対して無利子で奨学資金を貸与します。 

※他の奨学制度との併願・併給は可能です。ただし、日本学

生支援機構の奨学生に対しては、五島市奨学資金貸与額か

ら当該奨学資金貸与額を差し引いた額のみを貸与します。 

●対象：五島市内に住所を有する方またはその子弟 

●募集・決定：毎年４月に募集し、選考を経て 5 月末までに 

採否が決定されます。 

●選考：願書その他の必要な書類に基づき、学資支弁の困難 

な度合い、人物、学業などについて五島市奨学生審 

議委員会の選考を経て採否決定し、選考結果は在学 

する学校長・学長を経て志願者に通知されます。 

●手続き：願書その他必要書類など詳細については 

お問い合わせください。 

●問い合わせ先：教育委員会 教育総務課 ☎72‐7905 

五島市奨学資金貸与 

 

 

 学業成績が特に優秀であって、経済的理由により修学が困

難な方に対して学資を給付します。 

※他の奨学制度との併願・併給は可能です。 

●対象：次のすべてに該当する方 

①学業成績が特に優秀で、経済的な理由により大学 

進学が難しい 

②大学（短大及び大学院を除く）へ進学予定 

③五島市内の高等学校を卒業 

④家計を支える方（父、母など）が五島市在住 

⑤家計を支える方（父、母など）が市税を滞納して 

いない 

●給付額：月額 20,000 円 

●募集・決定：毎年４月に募集し、選考を経て５月末までに 

採否が決定されます。 

●選考：願書その他の必要な書類に基づき、学資支弁の困難

な度合い、人物、学業などについて五島市奨学生審

議委員会の選考を経て採否決定し、選考結果は在学

する学長を経て志願者に通知されます。 

●手続き：願書その他必要な書類など詳細については 

お問い合わせください。 

●問い合わせ先：教育委員会 教育総務課 ☎72‐7905 

五島市奨学資金給付 
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日本学生支援機構奨学金貸与 

 

長崎県育英会奨学金貸与 

 
 

 詳細については下記へ直接お問合せ下さい。 

●問い合わせ先：公益財団法人長崎県育英会 

        ☎095‐824‐7501（直通） 

      ホームページ http:/www.n-ikuei.jp/ 

 

 詳細については在学する学校の奨学金担当窓口又は下記へ直

接お問合せ下さい。 

●問い合わせ先：独立行政法人日本学生支援機構 

      ☎（本  部）045‐924‐0812 

      ☎（九州支部）092‐262‐1010 

    ホームページ http:/www.jasso.go.jp/ 

高校生で受ける予防接種については 10 ページへ記載しています。 



 

② 自然災害や火災にあった場合の経済的な支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台風や水害などの自然災害や火災によって、保護者を亡くした児童や、住家を失った児童へ、学資金などが支給されます。 

種  類 対 象 児 童 給 付 内 容 
給 付 額 

未就学児 小学生 中学生 高校生 大学生等 

学資金 

主たる生計者

である保護者

が死亡した児

童 

被災児童が、小学校から

大学等（短大、専門学校

専門課程を含む）を卒業

するまで、その在学期間

中（大学等については 6

年間を限度とし、留年期

間を除く）の学資金を給

付します。 

－ 
年 

66,000 円 

年 

66,000 円 

年 

264,000 円 

年 

371,000 円 

主たる生計者

でない保護者

が死亡した児

童 

－ 
年 

33,000 円 

年 

33,000 円 

年 

132,000 円 

年 

186,000 円 

被服 

文具費 

居住の本拠で

ある住家を全

壊・全焼により

失った児童 

住家が全壊・全焼したと

き、その被災時に給付し

ます。未就学児は、3～6

歳の認定こども園・保育

所等に通う児童に限り

ます。 

35,000 円 50,000 円 50,000 円 50,000 円 － 

修学旅行 

資金 

保護者が死亡

した児童 

小学校、中学校及び高等

学校に在学中の修学旅

行費用を給付します。 

－ 
上限 

40,000 円 

上限 

70,000 円 

上限 

110,000 円 
－ 居住の本拠で

ある住家を全

壊・全焼により

失った児童 

被災した翌年度までの

修学旅行費用を給付し

ます。 

就職 

支度金 

保護者が死亡

した児童 

中学校及び高等学校を

卒業して就職するとき

支度金を給付します。 

－ － 50,000 円 50,000 円 － 居住の本拠で

ある住家を全

壊・全焼により

失った児童 

被災した翌年度までに

就職するとき支度金を

給付します。 

特別 

救済金 

理事会が、特に必要と認める場合に、特に定める額 

※保護者とは…児童の親権を行う方、後見人その他の方であって児童を現に養育している方をいいます。 

       被災時に長崎県内に居住していることが要件です。 

●問い合わせ先：社会福祉課 総務係  ☎72‐6117 

長崎県児童救済基金 
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